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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

者（
雇
用
期
間
満
了
な
ど
に
よ
り
離
職
し

た
方
）　
■内
対
象
者
の
前
年
給
与
所
得
を

１００
分
の
３０
と
し
て
保
険
料
を
算
定
。
高

額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判
定
で
も

給
与
所
得
同
様
の
取
り
扱
い
。
■持
最
新

の
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑　

■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、

昭
和
２５
年
９
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証　
■申
介
護
保
険
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各

支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
６
８
７
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-
４
０
２
１
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
２
４
）

入
院
時
の
食
事
代
減
額
認
定
証
・

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を

　
８
月
は
、
入
院
時
の
食
事

代
減
額
認
定
証
と
限
度
額
適

用
認
定
証
の
更
新
月
で
す
。

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
方
で
、

平
成
２７
年
度
の
更
新
が
済
ん
で
い
な
い

方
は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２８７-
４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７８２-

１
９
２
２
）

介
護
保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
介
護
保
険
負
担
割
合
証

　
８
月
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に

は
負
担
割
合
証
の
提
示
が
必
要
で
す
。

●
更
新
申
請
の
手
続
き

　
各
種
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

今
年
度
か
ら
、
要
件
が
追
加
と
な
っ
た

も
の
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
報
し
も

の
せ
き
７
月
号
１７
㌻
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
▽
８
月
中
に
更
新
の
手
続
き
が

必
要
な
も
の
＝
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証（
要
件
の
追
加
あ
り
）、
社
会
福

祉
法
人
等
利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証

■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

１
１
３
９
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
・
相
談
は

国
保
連
合
会
か
市
へ

　
利
用
者
の
声（
困
っ
た
、不
平
・
不
満
、

不
正
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ

て
い
る
な
ど
）を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

■対
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

か
関
係
者　
■日
月
曜
日
～
金
曜
日
の
午

前
９
時
～
午
後
５
時　
※
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く　
■内
▽
相
談
先
＝
山
口
県

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会（
山
口
市
）

専
用
電
話
番
号（
☎
０８３-

９９５-

１
０
１
０
）へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

１
３
７
１
）

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
を

更
新
し
ま
し
た

　
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い

た
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
３１
日
で
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
で
な
け
れ
ば
病
院

な
ど
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
だ
新
し
い
被
保
険
者
証
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
方
は
、
保
険
年
金
課
か
管
轄

の
総
合
支
所
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
保
険
料
の
納
付
の
相
談
な
ど
、
更

新
手
続
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
料
軽
減
措
置
等
に
つ
い
て

　
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
職
を
失

っ
た
非
自
発
的
失
業
者
が
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場

合
、
在
職
中
と
同
程
度
の
保
険
料
負
担

と
な
る
よ
う
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
は
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

■対
６５
歳
未
満
の
雇
用
保
険
の
特
定
受
給

資
格
者（
倒
産
、
解
雇
な
ど
の
事
業
主
都

合
で
離
職
し
た
方
）か
、
特
定
理
由
離
職

■持
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑　
■申
保
険

年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

年
金
情
報
流
出
を
口
実
に
し
た

犯
罪
に
ご
注
意
を

　
日
本
年
金
機
構
を
名
乗

っ
て
口
座
番
号
を
聞
き
出

そ
う
と
す
る
者
や「
流
出
し
た
個
人
情
報

を
削
除
し
て
あ
げ
る
」と
持
ち
か
け
る
者

が
現
れ
て
い
ま
す
。
年
金
情
報
流
出
を

口
実
に
し
て
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
連
絡

す
る
こ
と
、
お
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
要
求
す
る
こ
と
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
切
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
１
）、
日

本
年
金
機
構
専
用
電
話（
☎
０
１
２
０-

８１８-

２１１
）、
下
関
年
金
事
務
所（
☎
２２２-

５

５
８
７
）

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の

受
診
を

■対
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者　
■期
平
成
２８
年
３

月
３１
日（
木
）ま
で　
■内
▽
健

診
項
目
＝
問
診
、診
察
、血
液
検
査（
貧

血
検
査
含
む
）、
尿
検
査　
▽
受
診
機
関

＝
市
内
の
各
医
療
機
関（
受
診
券
と
一
緒

に
一
覧
表
を
送
付
）　
▽
受
診
券
を
紛
失

し
た
場
合
＝
被
保
険
者
証
、
印
鑑
を
持

参
し
て
、
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
で
受
診

券
の
再
交
付
申
請
を
。
▽
結
果
＝
受
診

し
た
健
診
機
関
か
ら
郵
送
で
通
知
す
る

か
、
直
接
結
果
を
説
明　
■料
５００
円　
■持

健
康
診
査
受
診
券（
オ
レ
ン
ジ
の
紙
）、

質
問
票（
質
問
が
記
載
し
て
あ
る
紙
）、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証　

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

  

相
　
談

司
法
書
士
無
料
成
年
後
見
相
談
会

　
成
年
後
見
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
、

相
談
者
の
希
望
日
時
・
場
所（
山
口
県
内
）

に
相
談
員（
司
法
書
士
）が
訪
問
し
、
相

談
を
受
け
ま
す
。
※
要
予
約

■対
▽
認
知
症
や
知
的
障
害
・
精
神
障
害

な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方

▽
将
来
、
判
断
能
力
が
な
く
な
っ
た
ら

ど
う
し
よ
う
と
不
安
が
あ
る
方　
▽
こ

れ
ら
の
方
を
支
え
る
家
族
、
支
援
者
、

福
祉
関
係
者
な
ど　
■日
９
月
１
日
～
３０

日
の
平
日　
■申
８
月
１７
日
～
９
月
３０
日

に
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前

９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時
に
電

話
で
予
約
す
る
か
、
は
が
き
、
フ
ァ
ク

ス
に
○必（
７
㌻
）と
相
談
内
容
、
希
望
日

時
・
場
所
を
書
い
て
、
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー

ト
山
口（
〒
７５３-

０
０
４
８
山
口
市
駅
通

り
二
丁
目
９
番
１５
号　
☎
０８３-

９２４-

５
２

２
０　

　
０８３-

９２１-

０
４
７
５
）へ
。

■問
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

�

（
☎
２３１-

１
３
４
５
）
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

日 場所／相談員 問
5 社会福祉センター／□民・□人

①

6 彦島公民館／□民・□人

19 社会福祉センター／□民・□人・□行・□社

20

長府公民館／□民・□人・□行

川中公民館／□民・□人・□行

安岡公民館／□民・□人

27
小月公民館／□民・□人

勝山公民館／□民・□人・□行

10 菊川町総合福祉会館／□人※・□司・□行 ②

28 社協豊田支所／□人・□行 ③

8 社協豊浦支所／□心
④11 豊浦総合支所／□行

18 川棚公民館／□人

20 豊北保健福祉センター／□民・□人・□行 ⑤

□民…民生児童委員　　□人…人権擁護委員
□行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
□司…司法書士　　　　□社…社会保険労務士
□心…臨床心理士

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時
▷社協各支所＝午前10時～正午　※豊浦総合
支所の行政相談は午前９時30分～11時30分
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

月の総合相談
（心配ごと相談）8

●
新
下
関
市
場
＝
■日
８
月
５
・
１４
・

１５
・
２６
日

■問
青
果
市
場
室（
☎
２５６-

０
２
７
７
）

●
公
民
館
な
ど
＝
■日
８
月
１３
日
～

１５
日　

■所
市
立
公
民
館（
市
全
域
）、

ア
ブ
ニ
ー
ル
、生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（
豊
田
・
豊
北
）、
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー（
豊
浦
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

●
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス（
下
関
駅

前
・
山
の
田
）＝
■日
▽
８
月
１３
日
～

１５
日（
山
の
田
の
み
）　

▽
８
月
１５

日（
下
関
駅
前
の
み
）

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３１-

１
１
９
０
）

●
豊
浦
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
、フ
ォ

ン
テ
や
ま
の
た
＝
■日
８
月
１３
日
～

１５
日

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

●
満
珠
荘
＝
■日
■内
８
月
１３
日（
木
）

▽
日
帰
り
入
浴
＝
午
前
９
時
～
午

後
３
時
ま
で
。
※
館
内
の
一
般
利

用
は
午
後
３
時
ま
で

■問
満
珠
荘（
☎
２２２-

１
１
２
６
）

●
唐
戸
市
場
＝
■日
８
月
１４
・
１５
・

１６
・
２６
日

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

８
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
８
月
７
日（
金
）午
前
９

時
３０
分
～
午
後
３
時
３０
分

■所
長
府
東
公
民
館　
■内
相

続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、
成

年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予
約

不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士

会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
２５６-

５
８
６
２
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
８
月
２１
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
８
月
１
日
～
２１
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
７６６-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み　
■定
１２
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前
８
時

３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

　
違
反
転
用
や
耕
作
放
棄
地
の
発
生
を

防
ぎ
、
優
良
農
地
を
確
保
し
、
農
地
を

有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
農
地
の
利
用

状
況
を
調
査
し
ま
す
。
土
地
へ
の
立
ち

入
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■期
１１
月
ま
で　
■内
▽
調
査
範
囲
＝
市
内

全
域
の
農
地

●
農
地
を
相
続
し
た
時
は
届
け
出
を

　
相
続（
遺
産
分
割
・
包
括
遺
贈
を
含
む
）

や
法
人
の
合
併
・
分
割
、
時
効
な
ど
に
よ

っ
て
農
地
の
権
利
を
取
得
し
た
と
き
は
、

農
業
委
員
会
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

■問
農
業
委
員
会
事
務
局（
☎
２２３-

６
５
３
６
）、

北
部
支
局（
☎
７６６-

２
７
２
９
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

■期
▽
申
込
期
間
＝
８
月
１７
日

午
後
１
時
～
９
月
１
日　
午

後
１１
時　
▽
せ
り
売
り
期
間

（
動
産
等
）＝
９
月
８
日　
午

後
１
時
～
９
月
１０
日　
午
後
１１
時　
▽

入
札
期
間（
不
動
産
）＝
９
月
８
日　
午

後
１
時
～
９
月
１７
日　
午
後
１
時　
■内

公
売
財
産
＝
動
産
等
・
不
動
産　
※
内

容
の
変
更
や
、
公
売
中
止
の
場
合
あ
り

※
公
売
財
産
、
申
し
込
み
の
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
かYahoo!Japan

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
を

■問
納
税
課（
☎
２３１-

１
１
７
０
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る

方
は
、
使
用
を
始
め
て
３
カ

月
経
過
後
５
カ
月
の
間
と
、

そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事
が
指
定

し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化
槽
協
会

に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ

て
い
る
家
庭
内
の
汚
水
ま
す

に
は
、
構
造
上
、
汚
水
に
含

ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油
分
が
た

ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と
管
が
詰

ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家
庭
で
定

期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
個
人
で
十

分
可
能
で
す
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

■問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
２３１-

１
３

６
３
）、北
部
事
務
所（
☎
７７２-

４
０
２
８
）

朝
一
番
の
水
道
水
の
使
用
に
つ
い
て

　
朝
一
番
や
し
ば
ら
く
使

わ
な
か
っ
た
水
道
水
は
、

水
道
管
の
中
に
長
時
間
水

が
滞
留
し
て
い
る
た
め
、
消
毒
用
の
塩

素
が
減
少
し
ま
す
。
水
道
管
に
鉛
管
を

使
用
し
て
い
る
家
庭
で
は
、
ご
く
微
量

の
鉛
が
溶
け
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
朝
一
番
の
水
道
水
は
バ
ケ
ツ
一
杯
程

度
、
洗
濯
な
ど
飲
み
水
以
外
の
用
途
に

使
っ
て
く
だ
さ
い
。

■問
上
下
水
道
局
給
水
課（
☎
２３１-

３
１
１
５
）


